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かわさき南部斎苑における大規模改修工事の実施について（お知らせ） 
 

時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 
また、日頃から、本市健康福祉行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、かわさき南部斎苑は供用開始から２０年を迎えますが、耐用年数の経過から更新が必要

な設備があるほか、臨海部特有の塩害による門扉等の腐食、エントランスのガラス屋根のひび割

れなど、老朽化への対応が必要となっています。そのため、令和６年度から令和１０年度の５年

間にかけて施設の長寿命化に向けた大規模改修を実施します。 

 

（１） 工事期間 

令和６年度から令和１０年度まで（５年間） 

（２）主な改修工事の内容 

  ①建築工事 

   屋上防水、ガラス屋根、外部建具、内装（床・壁仕上、休憩室の部屋割変更※等）、 

外構（フェンス） 

  ②電気工事 

   発電機・蓄電池、照明器具（外灯、非常照明、誘導灯）、照明制御盤、通信設備  

  ③機械工事 

   防災設備（自動火災報知機、防災設備盤）、換気設備、空調設備、 

衛生設備（配管、給湯器、トイレの洋式化※等） 

※長寿命化工事に併せて、増加する火葬需要への対応及び利用者の利便性の向上に向け

た工事も実施してまいります。 

（３）施設の利用制限 

工事期間中におきましては、火葬需要の高まる時期を避ける、休苑日を活用するなど、斎苑運

営への影響をできるかぎり抑えた改修を心がけてまいりますが、やむを得ず斎苑の利用を制限す

ることも想定されますので、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。（改修工事に

より斎苑の利用制限を実施する場合は事前に周知してまいります。） 

（４）工事スケジュール（予定） 

工  種 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

建築工事      

電気工事 
     

機械工事 
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